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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乾燥させた果実のチップ（細片）を成形してなる動物用ガムであって、果実香味料をさ
らに含み、前記果実香味料が液状又は粉末状の香味料からなることを特徴とする、動物用
ガム。
【請求項２】
　果実のチップを射出成形してなる、または成形された果実のチップを圧縮してなる、請
求項１に記載の動物用ガム。
【請求項３】
　前記果実のチップが、オレンジチップ、ブドウチップ、スイカチップ、バナナチップ、
リンゴチップまたはそれらの混合物からから選択される、請求項１に記載の動物用ガム。
【請求項４】
　前記果実チップが、０．５～２０重量パーセントの水分含有量を有する、請求項１に記
載の動物用ガム。
【請求項５】
　前記果実香味料が、オレンジ香味料、ブドウ香味料、スイカ香味料、バナナ香味料、リ
ンゴ香味料又はそれらの混合物から選択される、請求項１記載の動物用ガム。
【請求項６】
　犬の骨、環、又は円盤の形状を有する請求項１記載の動物用ガム。
【請求項７】
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　乾燥させた果実のチップ（細片）を成型してなる動物用ガムであって、合成熱可塑性マ
トリックスをさらに含有する動物用ガム。
【請求項８】
　果実のチップを射出成形してなる、または成形された果実のチップを圧縮してなる、請
求項７に記載の動物用ガム。
【請求項９】
　前記果実のチップが、オレンジチップ、ブドウチップ、スイカチップ、バナナチップ、
リンゴチップまたはそれらの混合物からから選択される、請求項７に記載の動物用ガム。
【請求項１０】
　前記果実チップが、０．５～２０重量パーセントの水分含有量を有する、請求項７に記
載の動物用ガム。
【請求項１１】
　犬の骨、環、又は円盤の形状を有する請求項７に記載の動物用ガム。
【請求項１２】
乾燥させた果実のチップ（細片）を成型してなる動物用ガムであって、合成熱可塑性マト
リックスをさらに含有する請求項１～６のいずれか１項に記載の動物用ガム。
【請求項１３】
　澱粉、水、炭酸カルシウム、及び果実チップからなる成型された混合物からなる動物用
ガムであって、果実香味料を含み、前記果実香味料が液状又は粉末状香味料からなる、動
物用ガム。
【請求項１４】
　前記澱粉が、ジャガイモ澱粉、トウモロコシ澱粉、米澱粉、小麦澱粉、タピオカ澱粉又
はそれらの混合物から選択される、請求項１３に記載の動物用ガム。
【請求項１５】
　前記果実チップが、オレンジチップ、ブドウチップ、スイカチップ、バナナチップ、リ
ンゴチップまたはそれらの混合物からから選択される、請求項１３に記載の動物用ガム
【請求項１６】
　前記果実チップの重量成分が、０．０５重量％～５０重量％である、請求項１３に記載
の動物用ガム。
【請求項１７】
　澱粉の成型された混合物が射出成型又は圧縮成型された混合物からなる請求項１３に記
載の動物用ガム。
【請求項１８】
　前記果実香味料が、オレンジ香味料、ブドウ香味料、スイカ香味料、バナナ香味料、リ
ンゴ香味料又はそれらの混合物から選択される、請求項１３に記載の動物用ガム。
【請求項１９】
　犬の骨、環、又は円盤の形状を有する請求項１３に記載の動物用ガム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
本発明は、改良された動物用ガム玩具、及び、果実チップの成型からなるこの様なガム玩
具を形成する方法、及び／又は熱可塑性成型物中の果実チップの使用及び／又は成型され
た澱粉ガム玩具中の果実チップの使用に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
米国特許第５，８２７，５６５号明細書において、硬さに関して好みは変るけれども、殆
どの犬は、香りのする物を噛むことを楽しむということが、指摘されている。犬の中には
、牛の骨、木、ナイロン等の非常に硬い物質を噛むことを好む犬もいる一方、ポリウレタ
ン又はゴム等の軟らかめのガムを好む犬や、更にフリーズドライされたスナックを好む犬
もいる。年齢によって犬の中には、非常に硬い物質を噛むことができないであろう犬もい
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る。若い犬は、歯の発達が充分ではなく、一方老犬は、歯肉が病気にかかっていたり、又
は歯の何本かを失ってしまっている可能性がある。
【０００３】
多くの消化できない物が、ガムとして犬に与えられ、犬はそれらを噛むことを楽しむこと
ができるが、その物全体又は一部が飲み込まれることがしばしばある。一旦飲み込まれて
しまうと、これらの物又は破片は、犬の消化に悪影響を与える可能性があり、犬の腸管に
命を脅かす結果を有する影響を与え得る。例として、犬の噛む行為によって噛み砕かれ得
る、エチレン系共重合体を利用する犬用のガムで顕著であり、消化される際に、犬の胃道
を塞いでしまうことがある。
【０００４】
他の食用に適する犬用のガムが、市場で売られているが、それは比較的短い棚寿命しか持
たないので、それ故に頻繁な間隔で小売店の販路によって置き換えられなければならない
。さらに、他の先行技術の犬用のガムは、構造的な完全さに欠けており、それによってそ
れらは取り扱い及び輸送の間に破損しやすい。
【０００５】
Ｔ．Ｆ．Ｈ．出版社は、以前に食用に適する犬用のガムを開発した。それは完全に消化で
き、栄養価が高く、また、非常に様々な犬の好み又は要求に適するように、熱をかけるこ
とによって個々に調節可能な手触り又は硬さを維持するものであった。この様な犬用のガ
ムは、主にカゼインを含有する混合物を利用するもので、米国特許第５，２００，２１２
号明細書及び同第５，２４０，７２０号明細書に記載されている。
【０００６】
米国特許第５，８２７，５６５号明細書には、射出成型されたジャガイモ澱粉粒状物及び
誘因物質から主に構成される、熱膨張性の犬用のガムの製造方法が開示されている。列挙
されている誘因物質としては、鶏パウダー、肝臓パウダー、ハム、七面鳥、牛及び／又は
魚等が挙げられる。ほうれん草又は人参等の天然の野菜添加剤もまた、添加されてもよい
。得られる混合物は、犬の骨等の所望の形体に、熱及び圧力下で成型される。その様にし
て製造された犬の骨は、続く加熱、好ましくは電子レンジによる加熱によって、手触り又
は硬さを変えることができる。
【０００７】
　米国特許第６１２６９７８号明細書には、（尚、これは、気づかれる通り、米国特許第
５８２７５６５号明細書の一部継続出願である。）、このようなガムに対して犬の食欲を
高めるために、天然の果実の香りを有する犬用のガムが開示されている。このような果実
の香りのする犬用のガムはまた、犬の飼い主がそのガムに引き付けられるのを高めるため
に、天然の食品着色料が含まれてもよい。食品着色料はまた、果実の香りと対応し、その
明細書に開示されている犬用のガムもまた、ミント、スペアミント、ペパーミント又は冬
緑油等の芳香料を組み入れ、犬の息に対して対応させるようにしてもよい。またパセリも
含有してもよい。この様な食用に適するガムの好ましい形体は、ジャガイモ澱粉等の熱膨
張性の澱粉からなる基本的な成分を維持した。果実香味料は、天然の果実香味料に加えて
、ジャガイモ澱粉、水及び炭酸カルシウムの混合物からなる粒状物に添加される。
【０００８】
　本明細書の譲受人によって一般的には所有される、以下の米国特許及び継続中の出願に
も、注意が向けられる。：米国特許第５４７６０６９号明細書、１９９７年９月３日に出
願された、「野菜をベースとする犬用ガム（Ｖｅｇｅｔａｂｌｅ　Ｂａｓｅｄ　Ｄｏｇ　
Ｃｈｅｗ）」という発明の名称の、米国特許第６０９３４２７号明細書、：１９９７年１
０月２５日に出願された、「食用に適する犬用ガム（Ｅｄｉｂｌｅ　Ｄｏｇ　Ｃｈｅｗ）
」という発明の名称の米国特許第５８２７５６５号明細書：１９９７年１月１７日に出願
された「人参をベースとする犬用ガム（Ｃａｒｒｏｔ－Ｂａｓｅｄ　Ｄｏｇ　Ｃｈｅｗ）
」という発明の名称の、米国特許第５９４１１９７号明細書：１９９７年７月７日に出願
された、「野菜をベースとする犬用ガム（Ｖｅｇｅｔａｂｌｅ　Ｄｏｇ　Ｃｈｅｗ）」と
いう発明の名称の、米国特許出願第０８／８８８６１１号明細書：１９９８年７月１４日
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に出願された、「熱変性可能な食用に適する犬用ガム（Ｈｅａｔ　Ｍｏｄｉｆｉａｂｌｅ
　Ｅｄｉｂｌｅ　Ｄｏｇ　Ｃｈｅｗ）」という発明の名称の、米国特許６１８０１６１号
明細書：「改良された食用に適する犬用ガム（Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　Ｅｄｉｂｌｅ　Ｄｏｇ
　Ｃｈｅｗ）」という発明の名称の、米国特許６１２６９７８号明細書：１９９８年７月
１５日に出願された、「変性可能な手触りを有する小麦及びカゼインの犬用ガム（Ｗｈｅ
ａｔ　＆　Ｃａｓｅｉｎ　Ｄｏｗ　Ｃｈｅｗ　Ｗｉｔｈ　Ｍｏｄｉｆｉａｂｌｅ　Ｔｅｘ
ｔｕｒｅ）」という発明の名称の、米国特許第６１１１０５２１号明細書：１９９８年７
月１５日に出願された、「熱変性可能なピーナッツの犬用ガム（Ｈｅａｔ　Ｍｏｄｉｆｉ
ａｂｌｅ　Ｐｅａｎｕｔ　Ｄｏｇ　Ｃｈｅｗ）」という発明の名称の、米国特許第６０９
３４４１号明細書：１９９９年１月８日に出願された、「食用可能な澱粉の成型方法（Ｍ
ｅｔｈｏｄ　Ｏｆ　Ｍｏｌｄｉｎｇ　Ｅｄｉｂｌｅ　Ｓｔａｒｃｈ）」という発明の名称
の、米国特許第６１５９５１６号明細書。このような特許及び出願に加えて、該特許及び
出願中で引用されている技術にも、注意が向けられる。例えば、成型された澱粉製品の分
野に関する技術である。
【０００９】
果実チップ及び果実チップの製造に関連する先行技術に関して、米国特許第４，５４７，
３７６号明細書及び同第４，７６７，６３０号明細書に注意が向けられる。尚、それらに
は、薄切りのたった１つの表面を、カルボン酸塩及び褐色化剤及び褐色防止剤及び酸を含
有する水溶液に晒し、単層で乾燥させることによる、乾燥した甘い、ウエーハー状の薄く
切られた果実又は野菜製品を製造する方法が開示されている。
【００１０】
加えて、香りのするペット製品に関する様々な他の開示を含有するように、先行技術は近
年、かなり成長している。
【００１１】
例えば、「イヌ科の動物及びネコ科の動物を刺激するために、匂いの誘因物質として、カ
ノコソウ植物及び／又は根の使用（Ｕｓｅ　ｏｆ　ＶａｌｅｒｉａｎＰｌａｎｔ　ａｎｄ
／ｏｒ　Ｒｏｏｔ　ａｓ　ａ　Ｓｃｅｎｔ　?　Ａｔｔｒａｃｔａｎｔ　ｆｏｒ　Ｓｔｉ
ｍｕｌａｔｉｎｇ　Ｃａｎｉｎｅｓ　ａｎｄ　Ｆｅｌｉｎｅｓ）」という発明の名称の米
国特許第５７８６３８２号明細書。この特許は、食品製品中で使用するために、カノコソ
ウ植物によって放出される天然の芳香が、イヌ及びネコの匂い／誘因物質として作用する
であろう様な方法で、全体又は一部に係わらず、その形体の全てにおいて、ハーブ／植物
カノコソウを使用することが開示されている。
【００１２】
「犬用ガムの製造方法（Ｄｏｇ　Ｃｈｅｗ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｍｅｔｈｏｄ）」と
いう発明の名称の、米国特許第４，９８５，９６４号明細書及び同第５，００７，８７９
号明細書には、犬用ガム製品として使用するための、畜牛のひづめの加工方法が開示され
ている。
【００１３】
「ペット用ガムの製造方法（Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｍａｋｉｎｇ　ＰｅｔＣｈｅｗｓ
）」という発明の名称の、米国特許第５，１４９，５５０号明細書には、畜牛及び他のひ
づめの家畜からの靭帯は、脂肪が実質的にないようにされて、ペット用ガムとして使用す
るために乾燥及び硬化させられ得ることが、開示されている。
【００１４】
「オーラルケアー性能を有するペット用ガム製品（Ｐｅｔ　Ｃｈｅｗ　Ｐｒｏｄｕｃｔ　
Ｈａｖｉｎｇ　Ｏｒａｌ　Ｃａｒｅ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ）」という発明の名称の、米
国特許第５，４０７，６６１号明細書には、トウモロコシの穂軸破砕物等のセルロース系
繊維物質が含有される、可撓性の細胞質マトリックスを有する食用に適するペット用ガム
製品が開示されている。尚、それは、ペットによって噛まれた際に、機械的に洗浄する機
能を有するとして記載されている。
【００１５】
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「実質的に純粋な生皮のペット用製品の製造方法（Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｍａｎｕｆａｃ
ｔｕｒｉｎｇ　Ｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌｌｙ　Ｐｕｒｅ　Ｒａｗｈｉｄｅ　Ｐｅｔ　Ｐｒ
ｏｄｕｃｔｓ）」という発明の名称の、米国特許第５，６３５，２３７号明細書には、複
数の加熱ゾーン及び交換可能な押出しダイを有する、二軸押出しを利用する、純粋な生皮
のガムが開示されている。
【００１６】
「犬用ガム玩具（Ｄｏｇ　Ｃｈｅｗ　Ｔｏｙ）」という発明の名称の、米国特許第５７７
１２５４号明細書には、天然植物又は合成繊維のねじれた糸からなるストランドによって
定義される内側コア、及び、内側コアの周りのねじれた軟らかい綿糸からなる複数のスト
ランドによって定義される軟らかい外側シェルを有する、ある長さの複合の縄から形成さ
れる、犬用のガム玩具が開示されている。内側コアは、細菌の成長を抑制するために、犬
の唾液で濡らされた時に、玩具の乾燥を促進させるように、外側シェルよりも水の吸収が
低いと言われている。
【００１７】
「タイヤの側壁から犬用ガム玩具を製造する方法（Ｐｒｏｃｅｓｓ　ｆｏｒ　Ｍａｎｕｆ
ａｃｔｕｒｉｎｇ　Ｄｏｇ　Ｃｈｅｗ　Ｔｏｙｓ　ｏｆ　Ｔｉｒｅ　Ｓｉｄｅｗａｌｌｓ
）」という発明の名称の、米国特許第５，７５０，１９６号明細書には、使用済みのタイ
ヤから回収されたサイドウォールから玩具のベースを切り取るために、染料を使用するこ
とが開示されている。
【００１８】
このような製品に関する他のこれまでの実施例は、Ａｘｅｌｒｏｄへの米国特許第３，８
７１，３３４号明細書（液状の香味料及び芳香成分を含有するナイロン基材）、及び、Ａ
ｘｅｌｒｏｄへの米国特許第４，７７１，７７３号明細書（水ベースの香味料及び芳香成
分を含有するポリウレタン製玩具）に開示されている。Ｅｄｗａｒｄｓへの米国特許第４
，５５７，２１９号明細書及び同第４，５１３，０１４号明細書には、成型されたポリウ
レタン製ガム物体に香味料を使用することが開示されている。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
即ち、熱膨張性の犬用ガムの製造法、及び、この様なガムに動物の食欲を高めるための天
然の香味料を使用するという、出願人の以前の開示を更に向上させることが、本明細書に
おける１つの目的である。加えて、果実チップ等の天然の香味料を使用することに関して
、この様なチップをそれ自身で完全にペット用ガム玩具に成型することも、本明細書にお
ける１つの目的である。さらには、現在利用可能なペット用ガム玩具の範囲をかなり広げ
るために、この様な天然の香味果実チップ物質を、天然又は熱可塑性型の重合体樹脂マト
リックスの何れか一方に添加することも、本発明の目的である。
【００２０】
成型された果実チップからなる改良された動物用ガム、及び、この様な動物用ガムの形成
方法。第２の実施態様においては、その中に分散させられた果実チップを有する、成型さ
れた熱可塑性樹脂からなる改良された動物用ガム。第３の実施態様においては、その中に
分散させられた果実チップを有する成型された澱粉からなる改良された動物用ガム。
【００２１】
本発明は、類似の参照指定番号が類似の要素を示すために使用される図面と組み合わせて
、下記の詳細な説明を読むことによって、より理解されるであろう。
【００２２】
本発明の第１の実施態様において、実質的に脱水させられた果実チップ、例えば実質的に
脱水させられたオレンジ、ブドウ、スイカ、バナナ、又はリンゴのスライス等を、熱及び
圧力下で成型する。本発明で使用される実質的に脱水させられた果実チップの重量割合の
水分含有量は、約０．５ｗｔ％～約２０ｗｔ％であるのが好ましい。
【００２３】
成型は、使用される射出成型機、特定の型、及び、成型されるガムの大きさに依存するが
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、約２５０°Ｆ（１２１℃）～約４００°Ｆ（２０４．５℃）の温度下で、かつ約１００
０ｐｓｉ（６８～９４７ｂａｒ）～約２５００ｐｓｉ（１７２～３６７５ｂａｒ）の圧力
下で、射出成型機で行なわれ得るのが好ましい。当業者であれば理解するであろう通り、
製品は、骨、棒状、環、円盤等の様々な形状に成型され得る。即ち、広い見地においては
、射出成型が好ましいが、いかなる他のタイプの成型法も、企図される。例えば、本明細
書中の成型された果実チップは、圧縮成型、及び、当該技術分野において利用可能な他の
熱可塑性加工技術にも適する。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明を説明する。
【００２５】
例えば、図１に示される通り、この実施態様の動物用ガムは、成型された果実チップ１２
からなる成型された骨１０状に形作ることができるのが好ましい。代わりに図２に示され
る通り、動物用ガムは、成型された果実チップ２２からなる成型された環２０状に形作る
ことができるのが好ましい。加えて図３に示される通り、この実施態様の動物用ガムは、
成型された果実チップ３２からなる成型された円盤３０状に形作ることができるのが好ま
しい。
【００２６】
本発明によると、更なる果実香味料を、成型工程中に、果実チップに任意に添加してもよ
い。次いで、これは果実チップによって、既に存在している果実香味料を高めるであろう
。天然の果実香味料が好ましい。当業者であれば理解されるであろう通り、この様な果実
香味料は、粉末状及び液状の両方からなり得る。本発明の動物用ガム中の、この様な果実
香味料の重量含有量は、約０．２５ｗｔ％～約５０ｗｔ％であり得る。
【００２７】
加えて、明るい食品着色料を、特定の動物が、そのガムに引き付けられるのを高めるため
に、成型前に果実チップに添加してもよい。鳥は特に明るい色に引き付けられる。天然の
食品着色料が好ましく、食品着色料は、果実成分又はさらなる果実香味料に対応していて
もよいし、対応していなくてもよい。本発明において、この様な食品着色料の重量含有量
は、約０．０５ｗｔ％～約１０ｗｔ％であり得るのが好ましい。
【００２８】
本発明の第２の代わりの実施態様において、本発明の動物用ガムは、成型された熱可塑性
マトリックスと、そのマトリックス中に分散させられた果実チップとから形成される、形
作られた物品からなる。当業者であれば、適する熱可塑性樹脂として、所望の形状に溶融
加工技術によって都合よく成型され得る、プラスチック樹脂物質を挙げられることを、認
識するであろう。しかしながら、好ましくは、合成熱可塑性樹脂としては、例えば、ナイ
ロン、ポリウレタン及びそれらの混合物が挙げられ得る。
【００２９】
ポリウレタン樹脂から本発明によって形成させられた動物用ガムは、好ましくはＡＳＴＭ
（米国材料試験協会）試験２２４０によって測定される、約７０ショアーＡ～約６０ショ
アーＤの範囲に渡る硬度又はデュロメーターを有するのが好ましく、最も好ましくは約８
０ショアーＡ～約９０ショアーＡである。上記に特定された範囲内の硬度を有するポリウ
レタン樹脂は、本発明を通常満足させる。しかしながら、デュロメーターの範囲は、望む
場合は、５０ショアーＡ～９０ショアーＤまで広げられ得る。
【００３０】
熱可塑性樹脂に分散させられる果実チップの割合は、広い制限内で変り得る。例えば、果
実チップの重量成分は、約０．０５％～約５０％、好ましくは約１％～約１０％であり得
る。
【００３１】
この実施態様の動物用ガムは、成型する前に熱可塑性樹脂に果実チップを添加し、果実チ
ップと熱可塑性樹脂を混合し、溶融／可塑化のために得られる混合物を加熱し、次いで得
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られる溶融物を、従来の熱可塑性成型技術によって所望の形状の物品に形成することによ
って製造されるのが好ましい。その点において、また本発明の状況においては、射出成型
が好ましいが、当業者であれば、他のタイプの成型、例えばダイからの押出し成型、又は
他の同様のタイプの溶融加工技術が極めて適するであろうことを、認識するであろう。
【００３２】
当業者ならばさらに、本発明が様々な形状に形成され得ることを認識するであろう。例え
ば、図４に示される通り、この実施態様の動物用ガムは、その中に分散させられた果実チ
ップ４４を含有する成型された熱可塑性樹脂４２からなる成型された骨４０状に形作るこ
とができる。代わりに図５に示される通り、動物用ガムは、その中に分散させられた果実
チップ５４を含有する成型された熱可塑性樹脂５２からなる成型された環５０状に形作る
ことができる。加えて図６に示される通り、この実施態様の動物用ガムは、その中に分散
させられた果実チップ６４を含有する成型された熱可塑性樹脂６２からなる成型された円
盤６０状に形作ることができる。
【００３３】
本発明によると、ここでも、更なる果実香味料を、熱可塑性樹脂／果実チップ混合物に、
この様な混合物が成型される前に、任意に添加してもよい。天然の果実香味料が、ここで
も好ましい。当業者であれば理解されるであろう通り、この様な果実香味料は、粉末状及
び液状の両方からなり得る。この様な混合物中の、この様な果実香味料の重量含有量は、
約０．２５ｗｔ％～約５０ｗｔ％であり得る。
【００３４】
加えて、またここでも、明るい食品着色料を、成型前にこの様な混合物に添加してもよい
。天然の食品着色料が好ましく、食品着色料は、果実成分又は更なる果実香味料に対応し
ていてもよいし、対応していなくてもよい。この様な混合物中における、この様な食品着
色料の重量含有量は、約０．０５ｗｔ％～約１０ｗｔ％であり得る。
【００３５】
熱可塑性樹脂がポリウレタンからなる場合の代わりの方法において、すなわちさらに言え
ば、素早く形成（重合）され得る特定の重合樹脂、果実チップ、更なる果実香味料、又は
食品着色料を、そのポリウレタン物質の製造中に、ポリウレタン成分（単量体）に添加し
てもよい。ポリウレタン樹脂の配合の際に、使用しなくてはならないものであるか、使用
した方がよいものである何れか一方の、幾つかの異なるタイプの成分がある。これらの成
分は一般的には、下記に分類され得る。：イソシアネート、ポリオール、連鎖伸長剤、触
媒、及び、非反応性添加剤。
【００３６】
一般的に、ポリオール、連鎖伸長剤、触媒、及び、非反応性添加剤は、まず初めに混合さ
れ、次いでその得られる混合物を続いてイソシアネートに添加して、ポリウレタンを形成
する。この実施態様において、果実チップ成分、果実香味料成分、及び／又は食品着色料
成分は、ポリオール、連鎖伸長剤及び触媒に添加されるのが好ましい。次いで、この得ら
れる混合物を、イソシアネートに素早く添加して、混合して、ポリウレタン反応混合物を
形成する。次いで、この反応混合物を型に射出して、動物用ガムを形成する。反応混合物
を充分に固めた後、成型されたガムを、型から取り出すか、又は引き抜き得る。
【００３７】
代わりに、イソシアネートと果実チップ添加剤との直接的な反応を減らすか又は無くすこ
とに用心できるのであれば、果実チップをイソシアネートに添加してもよい。その点につ
いて、本明細書中で注目される通り、好ましくは、果実チップは、実質的に脱水された果
実チップである。尚、その実質的に脱水された果実チップが、ポリウレタン重合媒体に混
合するのに唯一適することが判っている。すなわち、果実チップの水分量を制御すること
によって、発泡を生じさせる傾向があるであろう、水とのイソシアネートの反応を唯一避
けることができる。しかしながら、約０．５ｗｔ％～約５ｗｔ％の好ましい水分量では、
この様な果実チップは、重合するポリウレタン媒体中に唯一混合され得る。そして、果実
チップは、成長するポリウレタン鎖に効果的に結合し得り、それによって最終のポリウレ
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タンマトリックスの部分に唯一なり得るのである。
【００３８】
本発明の第３の説明的な実施態様において、本発明の動物用ガムは、基本の成分として、
限定されるものではないが、トウモロコシ、米、小麦、ジャガイモ及びタピオカ等の、幾
つかの源から選択される、野菜澱粉、又は野菜澱粉と野菜小麦粉を有する。例えば、出願
人の米国特許第５，８２７，５６５号明細書に開示される通りの、登録商標ＰＡＲＡＧＯ
Ｎ　ＩＭ１０１０で、オランダのＶｅｅｎｄａｍのＡＶＥＢＥ社によって販売されている
、ジャガイモ澱粉が使用され得る。
【００３９】
野菜澱粉又は野菜澱粉の組み合わせは、従来の押出機を使用して、約３ミリメーター～約
１０ミリメーターの大きさのビーズ又はペレットに、押出される。水は、ビーズ又はペレ
ットの水分含有量が約１５ｗｔ％～約２０ｗｔ％になるように、押出工程の間に、澱粉に
添加される。炭酸カルシウムを、押出しを容易にして、カルシウムの栄用源として働かせ
るために、澱粉に添加してもよい。炭酸カルシウムは、約１ｗｔ％～約１０ｗｔ％、押出
されたビーズ又はペレット中に存在している。
【００４０】
例えば、実質的に脱水されたオレンジ、ブドウ、スイカ、バナナ又はリンゴチップ等の、
果実成分は、押出し工程の間又は最終の製品の成型前に、澱粉に添加される。澱粉混合物
中に分散させられる果実チップの割合は、広い制限内で変り得る。例えば、果実チップの
重量成分は、約０．２５ｗｔ％～約５０ｗｔ％、好ましくは約１ｗｔ％～約１０ｗｔ％で
あり得る。
【００４１】
得られる澱粉及び果実チップ混合物は、熱及び圧力下で成型される。例えば、成型は、使
用される射出成型機、特定の型、及び、成型されるガムの大きさに依存するが、ノズル温
度が約２５０°Ｆ（１２１℃）～約４００°Ｆ（２０４．５℃）で、圧力が約１０００ｐ
ｓｉ（６８～９４７ｂａｒ）～約２５００ｐｓｉ（１７２～３６７５ｂａｒ）を有する、
射出成型機中で成し遂げられ得るのが好ましい。
【００４２】
代わりの実施態様において、澱粉、水、炭酸カルシウム混合物を、まず初めに押出し、得
られるビーズ／ペレットを射出成型機に導入する。次いで、例えば実質的に脱水されたオ
レンジ、ブドウ、スイカ、バナナ又はリンゴチップ等の、果実成分を、ビーズが射出成型
機にある間に、ビーズ混合物に添加する。
【００４３】
本発明によると、ここでも、さらなる果実香味料を、押出された澱粉ビーズ／ペレットに
、この様な混合物が成型される前に、添加してもよい。天然の果実香味料が、好ましい。
当業者であれば理解されるであろう通り、この様な果実香味料は、粉末状及び液状の両方
からなり得る。この様な混合物中における、この様な果実香味料の重量含有量は、約０．
２５ｗｔ％～約５０ｗｔ％であり得る。
【００４４】
加えて、明るい食品着色料を、この様な混合物に添加してもよい。天然の食品着色料が好
ましく、食品着色料は、果実成分又は更なる果実香味料に対応していてもよいし、対応し
ていなくてもよい。この様な混合物中における、この様な食品着色料の重量含有量は、約
０．０５ｗｔ％～約１０ｗｔ％であり得る。
【００４５】
射出成型工程の熱及び圧力は、ビーズ粒子の殆どに、果実成分、及び／又は炭酸カルシウ
ムとの混合を生じさせる。加えて、成型法はまた、混合物を滅菌する。次いで生成物は、
様々な形状に成型され得る。
【００４６】
例えば、図７に示される通り、この実施態様の動物用ガムは、その中に分散させられた果
実チップ７４を含有する成型された澱粉７２からなる成型された骨７０状に形作ることが
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できる。代わりに図８に示される通り、動物用ガムは、その中に分散させられた果実チッ
プ８４を含有する成型された澱粉８２からなる成型された環８０状に形作ることができる
。加えて図９に示される通り、この実施態様の動物用ガムは、その中に分散させられた果
実チップ９４を含有する成型された澱粉９２からなる成型された円盤９０状に形作ること
ができる。
【００４７】
成型された製品を充分冷却して、成型された形状に固化させた後、それを、型から取り出
すか、又は引き抜き得る。射出成型機から取り出す際に、ガム中の水分の重量含有量は、
約５ｗｔ％～約２０ｗｔ％、好ましくは約１０ｗｔ％～約１５ｗｔ％である。
【００４８】
以下の実施例は、本発明をどのように作るか及び使用するかを、当業者に更に説明するた
めに、またそれらの現在好ましい実施態様を明らかにするために、示されている。しかし
ながら、この実施例は、本発明の概念を限定するものとして、意図されるものではない。
本発明の概念は、添付の特許請求の範囲にのみ定義されている。
【００４９】
実施例１
この実施例は、脱水されたリンゴチップを含有する、澱粉をベースとする動物用ガムを製
造する。この実施例において、脱水されたリンゴチップ　２．６５ポンド（１．２０キロ
グラム）を、登録商標ＰＡＲＡＧＯＮ　１０１０ＩＭで、オランダのＶｅｅｎｄａｍのＡ
ＶＥＢＥ社によって販売されている、ジャガイモ澱粉　１００ポンド（４５．３６キログ
ラム）と混合した。ＰＡＲＡＧＯＮ　１０１０ＩＭは、本明細書中に開示される成型加工
条件によって、射出成型され得る熱可塑性粒状物の形体で、販売されている。このＰＡＲ
ＡＧＯＮ　１０１０ＩＭ／脱水されたリンゴチップ混合物の水の量は、約１５％に調節さ
れた。
【００５０】
次いで、このＰＡＲＡＧＯＮ　１０１０ＩＭ／脱水されたリンゴチップ／水混合物を、圧
力約２０００ＰＳＩ（１３７～８９４ｂａｒ）を使用して、また下記の温度プロフィール
を使用して射出成型した。：ゾーン４（ホッパーに最も近い位置）＝約７０°Ｆ（１５８
℃）、ゾーン３＝約１５０°Ｆ（６５．５℃）、ゾーン２＝約３００°Ｆ（１４９℃）、
ゾーン１＝約３７５°Ｆ（１９０．５℃）、ノズル＝約３９０°Ｆ（１９９℃）。成型温
度は、約６５°Ｆ（１８．５℃）に設定された。
【図面の簡単な説明】
【図１】成型された果実チップから形成された、骨の形状をした動物用ガムの斜視図であ
る。
【図２】成型された果実チップから形成された、環の形状をした動物用ガムの斜視図であ
る。
【図３】成型された果実チップから形成された、円盤の形状をした動物用ガムの斜視図で
ある。
【図４】その中に分散させられた果実チップを含有する成型された熱可塑性樹脂から形成
された、骨の形状をした動物用ガムの斜視図である。
【図５】その中に分散させられた果実チップを含有する成型された熱可塑性樹脂から形成
された、環の形状をした動物用ガムの斜視図である。
【図６】その中に分散させられた果実チップを含有する成型された熱可塑性樹脂から形成
された、円盤の形状をした動物用ガムの斜視図である。
【図７】その中に分散させられた果実チップを含有する成型された澱粉から形成された、
骨の形状をした動物用ガムの斜視図である。
【図８】その中に分散させられた果実チップを含有する成型された澱粉から形成された、
環の形状をした動物用ガムの斜視図である。
【図９】その中に分散させられた果実チップを含有する成型された澱粉から形成された、
円盤の形状をした動物用ガムの斜視図である。
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【符号の説明】
１０、４０、７０、骨
１２、２２、３２、６４、８４、９４、果実チップ
２０，５０、８０、環
３０、６０、９０、円盤
４２、５２、６２、熱可塑性樹脂
７２、８２、９２、澱粉

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】
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【図７】

【図８】
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